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植
物
ブ
ー
ム
の
中
、
花
ら
ん
ま
ん
の
礼
文
島
を
訪

ね
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
10
数
年
前
に
視
察
で
訪
れ

た
と
き
は
、
花
の
季
節
が
終
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、

今
回
は
希
少
種
と
言
わ
れ
る
礼
文
な
ら
で
は
の
花
々

に
出
会
え
そ
う
で
す
。
本
州
で
は
標
高
2
0
0
0

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
な
い
と
観
る
こ
と
の
で
き
な
い
高

山
植
物
を
、
礼
文
島
で
は
海
抜
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら

観
る
こ
と
が
で
き
、
約
3
0
0
種
類
の
高
山
植
物
が

咲
き
誇
り
ま
す
。

レ
ン
タ
カ
ー
は
数
か
月
前
か
ら
満
車
状
態
の
た

め
、
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
入
口
ま
で
は
、
１
日
に

数
本
し
か
な
い
路
線
バ
ス
だ
け
が
頼
り
で
す
。
１
番

の
人
気
は「
桃
岩
展
望
台
コ
ー
ス
」と
呼
ば
れ
る
ル
ー

ト
で
、一
面
の
お
花
畑
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

木
道
も
よ
く
整
備
さ
れ
、
昨
日
ま
で
の
雨
も
気
に
せ

ず
に
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
入
り
江
に
な
っ
た
崖

の
上
を
歩
く
と
、
冷
た
く
強
い
風
が
吹
き
抜
け
、
飛

ば
さ
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
厳
し
い
環
境

が
高
山
植
物
に
と
っ
て
の
最
適
な
場
所
の
よ
う
で

す
。
7
月
上
旬
か
ら
「
レ
ブ
ン
ウ
ス
ユ
キ
ソ
ウ
」
ら
ん

ま
ん
！
思
わ
ず
た
め
息
で
す
。
こ
れ
は
礼
文
町
の
町

花
に
な
っ
て
い
る
花
で
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
い
う「
エ
ー

デ
ル
ワ
イ
ス
」
に
属
す
る
白
く
て
小
さ
な
可
憐
な
花

の
絨
毯
で
す
。
こ
の
季
節
で
し
か
観
る
こ
と
の
で
き

な
い
礼
文
の
風
景
を
目
に
焼
き
付
け
ま
し
た
。

礼
文
で
は
2
0
１
４
年
に
50
年
に
１
度
と
い
う
豪

雨
に
見
舞
ま
わ
れ
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
被
害
が
で
ま

し
た
。
災
害
復
旧
と
し
て
、
な
だ
れ
防
止
柵
、
土
砂

防
護
柵
な
ど
を
つ
く
り
、
島
の
人
々
の
生
活
と
貴
重

な
植
物
の
保
護
を
し
て
い
ま
す
。
か
つ
て
の
山
火
事

に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
森
林
は
熊
笹
に
変
わ
っ
て
い
ま

し
た
が
、
そ
こ
を
か
つ
て
の
水
源
保
安
林
に
戻
す
べ

く
植
林
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
海
か
ら
吹
き
付
け

る
強
風
に
負
け
な
い
よ
う
に
間
伐
材
で
作
っ
た
防
風

柵
を
作
っ
て
、
そ
の
中
に
小
さ
な
苗
木
を
植
え
つ
け

ま
す
。
手
を
か
け
て
造
林
し
た
ク
ロ
マ
ツ
や
ア
カ
エ

ゾ
マ
ツ
も
、
冬
は
雪
の
お
布
団
に
包
ま
れ
、
風
に
も

負
け
ず
、
す
く
す
く
と
育
っ
て
い
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
海
で
は
ウ
ニ
漁
が
真
っ
盛
り
。
生
き
た

ウ
ニ
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
旅
人
の
楽
し
み

で
す
が
、
海
の
幸
を
持
続
的
に
と
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
漁
協
婦
人
部
の
皆
さ
ん
も
「
森
は
海
の
恋

人
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
海
の
恵
み
が
持
続
す
る
よ

う
に
と
願
っ
て
植
樹
活
動
に
参
加
な
さ
っ
て
い
ま
す
。

お
宿
で
働
く
ス
タ
ッ
フ
も
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
礼

文
好
き
な
人
た
ち
が
多
く
、
休
日
に
は
、
島
内
を
歩

い
て
花
の
情
報
を
集
め
て
い
ま
す
。
宿
の
皆
さ
ん
と

花
談
義
・
ウ
ニ
談
議
に
花
を
咲
か
せ
る
の
も
楽
し
み

の
１
つ
で
す
。

礼
文
島
の
希
少
な
植
物
を
守
る
た
め
、
外
来
の
植

物
を
取
り
除
く
活
動
も
な
さ
っ
て
い
る
と
か
。
そ
う

い
え
ば
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
の
離
島
も
、
島
固

有
の
植
物
を
守
る
た
め
、
フ
ェ
リ
ー
や
航
空
機
か
ら

降
り
立
つ
と
き
に
靴
底
の
消
毒
な
ど
を
徹
底
し
て

行
っ
て
い
ま
し
た
。
外
来
種
が
入
り
込
ん
で
か
ら
で

は
遅
い
か
ら
で
す
ね
。

島
の
魅
力
を
楽
し
む
時
に
は
、
自
然
の
保
護
も

セ
ッ
ト
で
考
え
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
今
や
当
た
り

前
の
時
代
で
す
。
花
ら
ん
ま
ん
の
浮
島
を
、
皆
さ
ん

の
手
で
い
つ
ま
で
も
残
し
た
い
も
の
で
す
。

花の浮島、礼文島（北海道礼
れ

文
ぶん

町
ちょう

）

写真キャプション
深い藍色の海に切り立つ緑の崖とそ
こに咲く可憐な花々。純白の絹を纏
ったような礼文薄雪草（レブンウス
ユキソウ）や、濃いピンク色の花穂
を虎の尾に見立てた蝦夷伊吹虎の尾
（エゾイブキトラノオ）など、数週
間ごとに咲く種類が変わり、訪れる
度に違う景色を楽しめる。桃岩展望
台コースから望む高原の中で、気高
く風に揺れる花々の姿は壮観である。

花
ら
ん
ま
ん
の
礼
文
島
へ

フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

青あ
お

山や
ま 

佳か

世よ

活

動

政

策
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想

岩
田
副
会
長
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公
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党
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
推
進
本
部
」
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
席
�
�
�
�
�
�
�
�
⑵

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の

　

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
第
一
三
次
地
方
分
権
一
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法
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
内
閣
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開
会
に
あ
た
り
、
大
口
本
部
長
が
挨
拶

に
立
ち
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
る
情
報
連

携
の
正
確
性
確
保
に
向
け
た
総
点
検
に
つ

い
て
、
各
省
庁
か
ら
都
道
府
県
に
対
し
て

調
査
票
が
送
ら
れ
て
い
る
。
現
場
の
都
道

府
県
、
市
町
村
に
お
け
る
ご
苦
労
は
大
変

な
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
本
日
は
そ
の
現

場
に
お
け
る
作
業
に
つ
い
て
の
問
題
点
等

を
し
っ
か
り
伺
い
、
そ
れ
を
私
ど
も
が
デ

ジ
タ
ル
庁
を
は
じ
め
、
関
係
各
省
庁
に
申

し
入
れ
を
し
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
岩
田
副
会
長

は
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
デ
ジ
タ
ル

社
会
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
基
盤
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
は
、

こ
れ
ま
で
工
夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
、
そ
の

普
及
促
進
に
努
力
を
続
け
て
き
た
」
と
し

た
う
え
で
、「
今
後
、
地
方
自
治
体
が
点

検
作
業
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
少
な

い
職
員
が
い
く
つ
も
の
行
政
分
野
を
担
当

し
て
い
る
と
い
っ
た
町
村
の
実
情
を
ご
理

解
い
た
だ
き
、
過
度
な
負
担
が
か
か
ら
な

い
よ
う
、
国
か
ら
適
切
な
支
援
を
い
た
だ

く
と
と
も
に
財
政
負
担
が
発
生
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
な

ど
、
現
場
に
寄
り
添
っ
た
配
慮
を
お
願
い

す
る
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
発
生
し
た
紐
付
け
誤

り
事
案
の
大
半
が
人
為
的
な
ミ
ス
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
誤
っ
た
登
録

内
容
を
シ
ス
テ
ム
が
自
動
的
に
チ
ェ
ッ
ク

す
る
機
能
の
強
化
や
、
で
き
る
限
り
人
の

手
を
介
さ
な
い
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
と

い
っ
た
防
止
策
を
講
じ
る
こ
と
も
重
要
で

あ
る
」
と
し
、
根
本
的
な
対
策
を
検
討
す

る
よ
う
求
め
た
。

さ
ら
に
、「
来
年
秋
に
予
定
さ
れ
て
い

る
紙
の
健
康
保
険
証
廃
止
と
マ
イ
ナ
保
険

証
へ
の
一
体
化
等
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
本
格
的
な
活
用
に
向
け
て
、
国
民
の

不
安
を
払
拭
す
る
た
め
の
取
組
が
極
め
て

重
要
で
あ
る
」
と
し
、「
こ
れ
か
ら
も
予

岩
田
利
雄
副
会
長
（
千
葉
県
東
庄
町
長
）
は
７
月
13
日
、
公
明
党
が
開
催

し
た
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
推
進
本
部
」（
本
部
長
・
大
口
善
德
衆
議
院
議
員
）

に
出
席
し
た
。
会
議
に
は
地
方
三
団
体
が
出
席
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
め
ぐ

る
事
案
や
総
点
検
等
に
つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

岩
田
副
会
長
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
情
報
の
紐
づ
け
誤
り
事
案
が
多
数
確
認

さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
実
施
す
る
総
点
検
に
あ
た
っ
て
は
、
点
検
作
業
に
対

す
る
国
か
ら
の
支
援
と
自
治
体
に
財
政
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
な
ど
、
町
村
現
場
へ
の
十
分
な
配
慮
を
求
め
た
。

▲発言する岩田副会長

▲挨拶する大口本部長

岩田副会長が公明党「デジタル社会岩田副会長が公明党「デジタル社会
推進本部」ヒアリングに出席推進本部」ヒアリングに出席
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想
し
な
い
事
態
が
発
生
す
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
に
丁
寧
に
対
処

し
な
が
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活

用
し
た
デ
ジ
タ
ル
化
の
流
れ
を
止
め
る
こ

と
な
く
、
よ
り
良
い
制
度
を
構
築
し
て
い

く
と
い
っ
た
視
点
が
必
要
で
あ
る
」
と
述

べ
た
。

最
後
に
、「
町
村
に
お
い
て
も
、
住
民

の
安
全
安
心
な
カ
ー
ド
利
用
の
環
境
整
備

に
向
け
て
国
に
協
力
し
て
い
く
考
え
で
あ

る
た
め
、
先
生
方
に
お
か
れ
て
は
、
町
村

現
場
の
実
情
に
も
ご
配
慮
い
た
だ
き
、
引

き
続
き
ご
支
援
を
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

す
る
」と
述
べ
て
発
言
を
締
め
く
く
っ
た
。

そ
の
後
の
意
見
交
換
に
お
い
て
、
岩
田

副
会
長
は
、「
今
般
の
総
点
検
を
通
じ
て

住
民
の
信
頼
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
し
、
続
け
て
、「
自
分
の
す
べ
て

の
情
報
が
漏
洩
し
て
し
ま
う
と
の
懸
念
を

お
持
ち
の
住
民
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

各
家
庭
を
訪
問
し
て
説
明
を
行
う
な
ど
、

住
民
の
心
配
を
払
拭
す
る
た
め
の
最
大
限

の
努
力
を
重
ね
て
い
き
た
い
」と
述
べ
た
。

※�

参
考
資
料
は
全
国
町
村
会
Ｈ
Ｐ

（https://w
w
w
.zck.or.jp/

）
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
支
援
も
対
象

ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
支
援
も
対
象

対
策
の
四
つ
の
柱
の
う
ち
、「
コ
ロ
ナ

禍
に
お
い
て
物
価
高
騰
等
に
直
面
す
る
生

活
困
窮
者
等
へ
の
支
援
」
の
一
環
と
し
て

盛
り
込
ま
れ
た
の
が
、
コ
ロ
ナ
対
応
の
た

め
の
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の
拡
充
だ
。

21
年
度
補
正
予
算
で
計
上
し
た
画
を
作
成

し
、原
則
と
し
て
７
月
29
日
ま
で
に
提
出
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
国
が
各
自
治
体
の
交
付

限
度
額
の
範
囲
内
で
配
分
額
を
決
定
す

る
。国

の
第

国
の
第
３３
期
「
ス
ポ
ー
ツ
基
本
計
画
」

期
「
ス
ポ
ー
ツ
基
本
計
画
」

の
策
定

の
策
定

原
油
価
格
・
物
価
高
騰
対
応
分
と
し
て

措
置
し
た
臨
時
交
付
金
１
兆
円
の
う
ち
、

各
自
治
体
に
は
８
０
０
０
億
円
が
先
行
配

分
さ
れ
る
。
21
年
度
補
正
の
地
方
単
独
事

業
分
の
留
保
分
２
０
０
０
億
円
と
、
22
年

度
予
備
費
で
措
置
し
た
８
０
０
０
億
円
の

う
ち
６
０
０
０
億
円
を
活
用
す
る
形
と
な

る
予
定
。
こ
の
た
め
、
留
保
分
か
ら
の
２

０
０
０
億
円
は
、
地
方
単
独
事
業
分
と
同

様
の
扱
い
で
、
原
油
価
格
・
物
価
高
騰
対

応
分
以
外
の
事
業
に
も
幅
広
く
活
用
可
能

・「町村 .com」は、町村関係者の方だけがご利用
いただける専用ページです。

  ご覧になる際は、所定のパスワードが必要にな
ります。

・ユーザー名とパスワードは、各町村にお知らせ
済み（平成18年9月27日付）ですが、 お問い合わせ
は、全国町村会広報部（kouhou@zck.or.jp）まで
お願いいたします。

　全国町村会では、全国の町村との連携を密にし、町村長と町村職員の皆さまの情報収集の利便性
を向上させるため、町村専用ページ「町村.com」を開設しています。
　「町村 .com」では、全国町村会の活動状況や中央省庁等の政策情報を随時ご提供しているほか、
全国の町村の先進的な取組事例をはじめ、各種統計資料等さまざまなデータも公表しています。
　私どもは、「町村 .com」が町村関係者にとって真に役立つホームページとなることを目指し、こ
れからも充実を図っていきたいと考えています。ご覧になったご感想・ご意見を、下記のメールア

ドレスにお寄せください。

kouhou@zck.or.jp

町村専用ページ「町村 .com」をご覧になっていますか

 https://www.zck.or.jp/choson/
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１１
　
は
じ
め
に

　
は
じ
め
に

「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め

る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」（
令
和

五
年
法
律
第
五
八
号
。
以
下
「
第
一
三
次

地
方
分
権
一
括
法
」
と
い
う
。）
は
、
令

和
五
年
六
月
一
三
日
に
成
立
、
同
月
一
六

日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

第
一
三
次
地
方
分
権
一
括
法
は
、
平
成

二
六
年
か
ら
導
入
し
た
提
案
募
集
方
式
に

お
け
る
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
提
案
を

踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
義
務

付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
等
の
推
進
に
つ

い
て
と
り
ま
と
め
た
「
令
和
四
年
の
地
方

か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針
」

（
令
和
四
年
一
二
月
二
〇
日
閣
議
決
定
）

に
基
づ
き
、
七
法
律
を
一
括
改
正
す
る
も

の
で
す
。

本
稿
で
は
、
第
一
三
次
地
方
分
権
一
括

法
の
内
容
等
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
な

お
、
文
中
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
、
筆
者

の
個
人
的
見
解
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
お
断
り
し
ま
す
。

２２
　　��

災
害
対
策
基
本
法
の

災
害
対
策
基
本
法
の

一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
六
年
法
律

第
二
二
三
号
）
で
は
、
市
町
村
長
は
、
災

害
の
被
災
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
と
き

は
、
被
害
の
程
度
を
証
明
す
る
書
面
（
罹

災
証
明
書
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

主主なな経経緯緯等等
平成25年

３月 地方分権改革推進本部（本部長：内閣総理大臣）発足

平成26年

４月 地方分権改革に関する提案募集の実施方針 決定

（以後、第５次～第12次 一括法成立）

令和４年

７月中旬 提案団体からのヒアリング

８月上旬 関係府省からの１次ヒアリング

 10月中旬 関係府省からの２次ヒアリング

 11月11日 地方分権改革有識者会議「令和４年の地方からの提案等に関

する対応方針案」了承

 12月20日 地方分権改革推進本部において、「令和４年の

地方からの提案等に関する対応方針」決定

〃  同方針を閣議決定

令和５年

３月３日   「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律案」閣議決定

６月13日 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

           図るための関係法律の整備に関する法律」可決・成立

６月16日 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

           図るための関係法律の整備に関する法律」

（令和５年法律第58号）公布

 平成26年から、地方分権改革に関する「「提提案案募募集集方方式式」」をを
導導入入

 「令和４年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和４
年12月20日閣議決定）を踏まえ、関係法律の整備を行うもの

※ 対応方針（抜粋）：「法律の改正により措置すべき事項については、

所要の一括法案等を令和５年通常国会に提出することを基本とする。」

法法改改正正事事項項のの概概要要

地地方方公公共共団団体体にに対対すするる義義務務付付けけ・・枠枠付付けけのの見見直直しし等等
① 罹災証明書の交付に必要な被害認定調査において、被災

者の住家に関する情報を、その保有に当たって特定された
利用目的以外の目的のために内部利用可能に

（災害対策基本法）

② 市町村交通安全計画及び市町村交通安全実施計画の作
成に係る努力義務規定を「できる」規定に見直し

（交通安全対策基本法）

③ 指定都市等における認定こども園の認定又は認可に係る
都道府県への事前協議を事前通知に見直し

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律）

④ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、
森林法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（（他他５５法法律律※※））

に基づく事務について、住民基本台帳ネットワークシステム
の利用を可能に

（住民基本台帳法）

⑤ 公立大学法人における年度計画及び各事業年度に係る業
務の実績等に関する評価について、廃止（中期計画に適正
な業務運営のための指標を追加）

（地方独立行政法人法）

⑥ 戸籍証明書等の広域交付について、公用請求を行う市町
村による利用を可能に

（戸籍法）

⑦ 建築確認等を行う建築主事等について、資格者検定の受
検時に必要な実務経験を登録までに習得すれば良いことと
するとともに、小規模な建築物に係る建築確認等のみを行う
建築副主事等として、資格者検定に合格した二級建築士等
で一定の実務経験を習得した者からの任命を可能に

（建築基準法）

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律（令和５年法律第58号）（第13次地方分権一括法）の概要

基基本本的的考考ええ方方

※不動産登記法、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律、
農地法、農地中間管理事業の推進に関する法律及び森林経営管理法

内内閣閣府府地地方方分分権権改改革革推推進進室室

令和５年６月13日成立
令和５年６月16日公布

地域の自主性及び自立性を高めるための地域の自主性及び自立性を高めるための
改革の推進を図るための関係法律の整備に改革の推進を図るための関係法律の整備に
関する法律（第一三次地方分権一括法）について関する法律（第一三次地方分権一括法）について

前内閣府地方分権改革推進室 法案総括担当 梅原 真央前内閣府地方分権改革推進室 法案総括担当 梅原 真央

2023年（令和 5年） 7月31日　4第3248号

政　策
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い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
罹
災
証
明
書
の
交

付
に
当
た
っ
て
は
、
住
家
の
被
害
そ
の
他

当
該
市
町
村
長
が
定
め
る
種
類
の
被
害
の

状
況
を
調
査
（
被
害
認
定
調
査
）
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。当
該
調
査
に
お
い
て
は
、

主
に
現
地
で
確
認
し
た
被
害
の
状
況
の
数

値
を
算
出
し
、
そ
の
過
程
で
住
家
等
の
全

体
構
成
が
分
か
る
図
面
に
被
害
箇
所
や
そ

の
状
況
を
記
録
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
当
該
図
面
は
、
実
際
に
現
地
で
測
量

を
行
い
、
作
図
し
て
お
り
、
当
該
作
業
は

非
常
に
時
間
を
要
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

住
家
等
が
木
造
か
非
木
造
か
の
違
い
に
よ

り
、
調
査
方
法
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
か

ら
、
住
家
等
の
構
造
に
つ
い
て
も
確
認
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
現
地
で
判
断
す

る
の
は
困
難
な
場
合
も
少
な
く
な
い
の
が

現
状
で
す
。

一
方
で
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
五
年
法

律
第
二
二
六
号
）
で
規
定
す
る
固
定
資
産

課
税
台
帳
に
は
、
家
屋
の
所
有
者
や
価
格

に
つ
い
て
の
情
報
の
ほ
か
、
構
造
等
の
情

報
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
住
家
等

の
図
面
に
つ
い
て
も
、
固
定
資
産
を
評
価

す
る
た
め
に
作
成
す
る
調
書
に
記
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の

情
報
は
地
方
税
法
上
の
漏
ら
し
て
は
な
ら

な
い
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
た
め
、
被
害

認
定
調
査
に
は
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
況
で
し
た
。

そ
こ
で
、
被
害
認
定
調
査
の
迅
速
化
の

観
点
か
ら
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
等
の
情

報
を
活
用
で
き
る
よ
う
、
被
災
者
の
住
家

に
関
す
る
情
報
を
、
内
部
で
利
用
で
き
る

旨
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
被
害
認
定
調
査
に
お
い
て
固
定

資
産
課
税
台
帳
の
情
報
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
迅
速
な
被
災
者

生
活
再
建
支
援
に
資
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
（
令
和
五
年

六
月
一
六
日
）
と
し
て
い
ま
す
。

３３
　　��

交
通
安
全
対
策
基
本
法
の

交
通
安
全
対
策
基
本
法
の

一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

交
通
安
全
対
策
基
本
法
（
昭
和
四
五
年

法
律
第
一
一
〇
号
）
に
お
い
て
、
市
町
村

長
は
、
市
町
村
交
通
安
全
計
画
（
※
）
及

び
市
町
村
交
通
安
全
実
施
計
画
を
作
成
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

�（
※
）
条
例
で
市
町
村
交
通
安
全
対
策
会
議
が

置
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
同
会
議
が
作
成

主
体
。

市
町
村
交
通
安
全
計
画
及
び
市
町
村
交

通
安
全
実
施
計
画
に
つ
い
て
は
、
都
道
府

県
交
通
安
全
計
画
と
重
複
す
る
内
容
が
多

い
等
、
作
成
す
る
必
要
が
な
い
場
合
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
作
成
が
法
律

上
努
力
義
務
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
作

成
せ
ざ
る
を
得
ず
、
市
町
村
の
負
担
に

な
っ
て
い
る
と
の
声
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
市
町
村
交
通
安
全
計
画
及
び

市
町
村
交
通
安
全
実
施
計
画
の
作
成
に
係

る
規
定
に
つ
い
て
、
努
力
義
務
か
ら
「
で

き
る
」
規
定
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
地
方
の
実
情
に

応
じ
て
計
画
の
作
成
の
要
否
を
判
断
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
、
交
通
安
全
対
策
そ

の
も
の
の
実
施
に
一
層
注
力
し
、
住
民
の

交
通
安
全
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

ま
す
。

施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
（
令
和
五
年

六
月
一
六
日
）
と
し
て
い
ま
す
。

４４
　　��

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部

の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
（
第
三
条
関
係
）

改
正
（
第
三
条
関
係
）

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保

育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
一
八
年
法
律
第
七
七
号
）
に

定
め
る
現
行
制
度
に
お
い
て
、
指
定
都
市

等
の
長
が
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
・
認
可

を
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
都
道
府
県
知

事
に
あ
ら
か
じ
め
協
議
し
、
認
定
・
認
可

を
し
た
後
に
申
請
書
等
の
写
し
を
都
道
府

県
知
事
へ
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
事
前
協
議
制
度
は
、
都
道
府
県
に

お
け
る
施
設
の
適
正
配
置
等
を
担
保
す
る

観
点
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
近

年
の
運
用
状
況
に
よ
る
と
、
都
道
府
県
か

ら
指
定
都
市
等
に
対
し
、
広
域
調
整
の
観

点
か
ら
の
認
定
・
認
可
そ
の
も
の
に
関
す

る
意
見
は
わ
ず
か
し
か
出
て
お
ら
ず
、
形

式
的
な
や
り
取
り
し
か
さ
れ
て
い
な
い
等

の
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、指
定
都
市
等
に
よ
る
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
計
画
等
の
策
定
・
変
更

の
際
に
都
道
府
県
に
対
す
る
事
前
協
議
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
マ
ク
ロ
の
視

点
で
の
広
域
調
整
は
あ
ら
か
じ
め
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
指
定
都
市
等
の
長
か

ら
都
道
府
県
知
事
へ
の
事
前
協
議
に
つ
い

て
、
事
前
通
知
に
改
め
る
と
と
も
に
、
事

前
の
通
知
制
と
し
た
場
合
に
は
、
手
続
の

重
複
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
申
請
書
等
の

写
し
の
送
付
手
続
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
認
定
・
認

可
に
係
る
手
続
の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
三
月
を
経
過
し
た
日
（
令
和
五
年
九
月

一
六
日
）
と
し
て
い
ま
す
。

５５
　　��

住
民
基
本
台
帳
法
の

住
民
基
本
台
帳
法
の

一
部
改
正
（
第
四
条
関
係
）

一
部
改
正
（
第
四
条
関
係
）

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以
下

「
住
基
ネ
ッ
ト
」
と
い
う
。）
は
、
住
民
の

利
便
の
増
進
と
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の

行
政
の
合
理
化
に
資
す
る
た
め
、
平
成
一

一
年
の
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
二
年

法
律
第
八
一
号
）
の
改
正
に
よ
り
、
全
市

町
村
の
住
民
基
本
台
帳
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

化
し
、
全
国
共
通
の
本
人
確
認
が
で
き
る

シ
ス
テ
ム
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
利
用
で
き
る
事
務
に
つ
い
て

第3248号5　2023年（令和 5年） 7月31日

政　策

町 村 週 報 （第三種郵便物認可）

p04-08 3248 政策_内閣府_分権一括法.indd   5p04-08 3248 政策_内閣府_分権一括法.indd   5 2023/07/31   13:32:132023/07/31   13:32:13



は
、
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
に
お
い
て
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
表
に
、
所
有

者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
平
成
三
〇
年
法
律
第
四

九
号
）（
以
下
「
特
措
法
」
と
い
う
。）
に

基
づ
く
土
地
所
有
者
等
の
探
索
等
に
関
す

る
事
務
、
森
林
法
（
昭
和
二
六
年
法
律
第

二
四
九
号
）
に
基
づ
く
林
地
台
帳
の
作
成

に
関
す
る
事
務
等
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
五
年
法
律

第
一
三
七
号
）（
以
下「
廃
掃
法
」と
い
う
。）

に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
等

に
関
す
る
事
務
等
に
つ
い
て
は
規
定
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
た
め
、
特
措
法
に
基
づ
き
地
域
福

利
増
進
事
業
等
を
所
有
者
不
明
土
地
に
お

い
て
実
施
す
る
場
合
、
事
業
実
施
者
か
ら

の
求
め
に
応
じ
て
都
道
府
県
知
事
及
び
市

町
村
長
は
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
を
提

供
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
土
地
所
有

者
等
の
所
在
を
判
明
さ
せ
る
た
め
に
他
市

町
村
へ
の
公
用
請
求
を
行
っ
た
り
、
森
林

法
に
基
づ
く
林
地
台
帳
の
作
成
に
関
す
る

事
務
に
つ
い
て
、
市
町
村
長
は
所
有
者
等

を
調
査
す
る
た
め
に
公
用
請
求
を
行
っ
た

り
、
あ
る
い
は
廃
掃
法
に
基
づ
く
産
業
廃

棄
物
処
理
業
の
許
可
等
の
申
請
に
お
い

て
、
都
道
府
県
知
事
等
は
申
請
者
に
対
し

て
、
住
民
票
の
写
し
の
提
出
を
求
め
た
り

し
て
お
り
、
事
業
者
や
地
方
公
共
団
体
に

お
い
て
も
負
担
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
三
法
律
に
基
づ
く

事
務
の
ほ
か
、
所
有
者
不
明
土
地
対
策
に

資
す
る
五
法
律
に
基
づ
く
事
務
に
つ
い

て
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
利
用
を
可
能
と
す
る

た
め
、
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
～
第

五
に
そ
れ
ぞ
れ
追
加
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
公
用
請
求
や
住
民
票

の
写
し
等
の
添
付
が
不
要
と
な
り
、
各
事

務
の
円
滑
な
実
施
に
寄
与
す
る
と
と
も

に
、
行
政
事
務
の
効
率
化
、
申
請
者
等
の

手
続
負
担
が
軽
減
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

ま
す
。

施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
三
月
を
経
過
し
た
日
（
令
和
五
年
九
月

一
六
日
）
と
し
て
い
ま
す
。

６６
　　��
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の

地
方
独
立
行
政
法
人
法
の

一
部
改
正
（
第
五
条
関
係
）

一
部
改
正
（
第
五
条
関
係
）

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
一
五
年

法
律
第
一
一
八
号
）
に
お
い
て
、
公
立
大

学
法
人
は
、
設
立
団
体
の
長
に
よ
っ
て
設

定
さ
れ
た
中
期
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の

中
期
計
画
の
作
成
、
公
表
の
ほ
か
、
毎
事

業
年
度
の
開
始
前
に
当
該
中
期
計
画
に
基

づ
き
、
年
度
計
画
の
作
成
、
公
表
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
中
期
目
標
の

期
間
（
六
年
間
）
の
う
ち
、
四
年
目
と
六

年
目
の
事
業
年
度
の
終
了
後
に
は
、
中
期

目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
係

る
評
価
委
員
会
の
評
価
を
受
け
る
ほ
か
、

毎
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ

い
て
も
、
評
価
委
員
会
の
評
価
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
公
立
大
学
法
人
の
年
度

計
画
の
作
成
及
び
年
度
評
価
に
関
す
る
業

務
に
つ
い
て
、
事
務
負
担
が
大
き
く
、
本

来
の
業
務
で
あ
る
教
育
の
質
の
向
上
や
地

域
貢
献
に
十
分
に
取
り
組
め
て
い
な
い
と

の
声
が
あ
り
ま
し
た
。

一
方
、
国
立
大
学
法
人
に
お
い
て
は
、

令
和
三
年
度
に
国
立
大
学
法
人
法
が
改
正

さ
れ
、
国
立
大
学
法
人
の
中
期
計
画
に
定

め
る
事
項
と
し
て
、
教
育
研
究
の
質
の
向

上
並
び
に
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化

に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
と
る

べ
き
措
置
の
実
施
状
況
に
関
す
る
指
標
を

追
加
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
適
正
な
業
務
運

営
を
担
保
し
、
年
度
計
画
・
年
度
評
価
の

廃
止
に
よ
り
事
務
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、公
立
大
学
法
人
に
お
い
て
も
、

国
立
大
学
法
人
法
改
正
に
倣
い
、
年
度
計

画
及
び
年
度
評
価
を
廃
止
し
、
中
期
計
画

に
定
め
る
事
項
と
し
て
、
住
民
に
対
し
て

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質

の
向
上
並
び
に
業
務
運
営
及
び
効
率
化
に

関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
と
る
べ

き
措
置
の
実
施
状
況
に
関
す
る
指
標
を
追

加
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、

公
立
大
学
が
本
来
の
役
割
に
資
す
る
業
務

に
一
層
取
り
組
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
（
令
和
五
年

六
月
一
六
日
）
と
し
て
い
ま
す
。

７７
　　��

戸
籍
法
の
一
部
改
正

戸
籍
法
の
一
部
改
正

（
第
六
条
関
係
）

（
第
六
条
関
係
）

戸
籍
は
、
人
の
出
生
か
ら
死
亡
に
至
る

ま
で
の
親
族
関
係
を
登
録
公
証
す
る
も
の

で
、
日
本
国
民
に
つ
い
て
編
成
さ
れ
、
日

本
国
籍
を
も
公
証
す
る
唯
一
の
制
度
で
あ

り
、
戸
籍
事
務
は
市
町
村
に
お
い
て
処
理

さ
れ
ま
す
。
戸
籍
法
（
昭
和
二
二
年
法
律

第
二
二
四
号
）
に
お
い
て
、
国
又
は
地
方

公
共
団
体
の
機
関
は
、
法
令
の
定
め
る
事

務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は

戸
籍
に
記
載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明
書

（
以
下
「
戸
籍
謄
本
等
」
と
い
う
。）
の
交

付
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

て
お
り
（
以
下
「
公
用
請
求
」
と
い
う
。）、

戸
籍
謄
本
等
の
公
用
請
求
を
行
う
場
合

は
、
本
籍
地
の
市
町
村
に
対
し
て
の
み
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
在
戸
籍
事
務
を
取
り
扱
う
た
め
に
各

市
町
村
に
お
い
て
個
別
の
戸
籍
情
報
シ
ス

テ
ム
が
設
計
さ
れ
て
お
り
、
各
市
町
村
の

戸
籍
情
報
シ
ス
テ
ム
の
連
携
（
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
化
）
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
他
方

で
、
法
務
省
が
東
日
本
大
震
災
後
に
構
築

し
た
戸
籍
副
本
デ
ー
タ
管
理
シ
ス
テ
ム
に

お
い
て
、
全
国
の
電
算
化
さ
れ
た
戸
籍
の

副
本
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

当
該
戸
籍
副
本
デ
ー
タ
管
理
シ
ス
テ
ム
の
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仕
組
み
を
活
用
し
、
新
た
に
戸
籍
情
報
連

携
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
（
令
和
五
年
度
末
稼
動
予
定
）。

令
和
元
年
法
律
第
一
七
号
の
戸
籍
法
改

正
に
よ
り
、
戸
籍
情
報
連
携
シ
ス
テ
ム
を

利
用
し
て
、
本
籍
地
以
外
の
市
町
村
に
お

い
て
も
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
さ

れ
た
戸
籍
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
証

明
し
た
書
面
の
請
求
が
可
能
と
な
る
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
（
以
下
「
広
域
交

付
」
と
い
う
。）。

今
後
新
た
に
開
始
さ
れ
る
広
域
交
付
の

制
度
は
、
請
求
者
は
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て

い
る
者
又
は
そ
の
配
偶
者
等
に
限
定
さ
れ

て
お
り
、
市
町
村
は
広
域
交
付
制
度
の
請

求
主
体
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
令
和
五
年
度
末
の
戸
籍
情

報
連
携
シ
ス
テ
ム
稼
動
後
に
お
い
て
も
、

市
町
村
は
、
本
籍
地
の
市
町
村
に
対
し
て

郵
送
等
で
戸
籍
謄
本
等
の
公
用
請
求
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
公
用
請
求
を
行
う
市
町
村
を

広
域
交
付
制
度
の
請
求
主
体
と
し
、
公
用

請
求
を
行
お
う
と
す
る
市
町
村
の
部
局
が

当
該
市
町
村
の
戸
籍
担
当
部
局
に
公
用
請

求
を
行
っ
て
戸
籍
情
報
を
取
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
本
籍
地
の
市
町
村
に
対
し
て
郵
送
で

請
求
を
行
う
必
要
が
な
く
な
り
、
市
町
村

に
お
け
る
公
用
請
求
に
係
る
事
務
の
効
率

化
に
資
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

施
行
期
日
は
、
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
一
七
号
）

附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
と
し
て
い
ま
す
。

８８
　　��

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正

（
第
七
条
関
係
）

（
第
七
条
関
係
）

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
二

〇
一
号
）
に
基
づ
く
建
築
確
認
・
検
査
手

続
は
、
都
道
府
県
等
の
建
築
主
事
が
行
っ

て
お
り
、
建
築
主
事
は
市
町
村
又
は
都
道

府
県
の
職
員
で
、
建
築
基
準
適
合
判
定
資

格
者
検
定
に
合
格
し
国
土
交
通
大
臣
の
登

録
を
受
け
た
者
の
中
か
ら
、
市
町
村
の
長

又
は
都
道
府
県
知
事
が
命
ず
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
は
、

建
築
士
の
設
計
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が

建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う

か
を
判
定
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び

経
験
に
つ
い
て
行
う
検
定
で
あ
り
、「
一

級
建
築
士
試
験
に
合
格
し
た
者
」
で
、
建

築
行
政
等
の
業
務
に
関
し
て
、「
二
年
以

上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の
」
で
な

け
れ
ば
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体

に
お
け
る
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
の

高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
中
、
近
年
は
建
築

基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
の
受
検
者
、

合
格
者
数
が
減
少
傾
向
に
あ
り
、
建
築
確

認
・
検
査
の
担
い
手
不
足
が
全
国
的
な
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
、
建
築
主
事

や
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
が
若
干
名

し
か
い
な
い
地
域
で
は
、
そ
れ
ら
の
者
へ

の
業
務
集
中
に
加
え
、
年
齢
構
成
も
高
年

齢
の
者
が
多
く
、
職
員
の
退
職
等
に
よ
り

建
築
行
政
の
執
行
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ

の
あ
る
市
町
村
が
生
じ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
以
下
の
規
制
緩
和
を

図
る
こ
と
で
、受
検
機
会
の
拡
大
に
よ
り
、

地
方
公
共
団
体
が
建
築
基
準
適
合
判
定
資

格
者
を
継
続
的
か
つ
安
定
的
に
確
保
し
、

自
主
的
か
つ
自
立
的
な
建
築
行
政
の
執
行

の
確
保
を
可
能
と
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。
す
な
わ
ち
、
受
検
資
格
の
う
ち
「
二

年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の
」

と
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
受
検
要
件
か
ら

外
し
、
資
格
登
録
ま
で
に
実
務
経
験
を
積

ん
で
い
れ
ば
よ
い
こ
と
と
し
ま
し
た
。
ま

た
、
我
が
国
に
お
け
る
建
築
確
認
・
検
査

の
多
く
が
一
級
建
築
士
以
外
の
者
で
も
設

計
等
が
可
能
な
小
規
模
な
建
築
物
で
あ
る

こ
と
等
に
鑑
み
、
小
規
模
な
建
築
物
に
係

る
建
築
確
認
・
検
査
を
行
う
者
に
求
め
ら

れ
る
資
格
と
し
て
は
、「
二
級
建
築
士
試

験
に
合
格
し
た
者
」
で
よ
い
こ
と
と
し
、

こ
れ
ら
の
者
を
対
象
と
す
る
建
築
基
準
適

合
判
定
資
格
者
検
定
を
別
に
設
け
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。
な
お
、
建
築
確
認
制
度
に

お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
建

築
主
事
の
役
割
を
補
完
す
る
観
点
か
ら
、

地
方
公
共
団
体
等
の
指
定
を
受
け
た
「
指

定
確
認
検
査
機
関
」
に
お
け
る
「
確
認
検

査
員
」
が
建
築
確
認
・
検
査
を
行
う
仕
組

み
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
確
認
検
査
員

は
、
建
築
主
事
と
同
様
に
、
建
築
基
準
適

合
判
定
資
格
者
検
定
に
合
格
し
、
国
土
交

通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
の
中
か
ら
選

任
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
建
築

主
事
に
係
る
上
記
の
改
正
を
踏
ま
え
、
確

認
検
査
員
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
検
定
に
合
格
し
た
者
か

ら
実
務
経
験
を
積
ま
せ
て
、
早
期
に
建
築

主
事
に
任
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と

と
も
に
、
小
規
模
な
建
築
物
等
の
建
築
確

認
を
担
当
す
る
建
築
副
主
事
等
の
確
保
に

よ
り
、
建
築
確
認
関
係
事
務
の
担
い
手
を

増
や
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
一
年
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
と

し
て
い
ま
す
。

９９
　　��

施
行
に
向
け
た
対
応
等

施
行
に
向
け
た
対
応
等

に
つ
い
て

に
つ
い
て

令
和
五
年
六
月
一
六
日
に
第
一
三
次
地

方
分
権
一
括
法
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
て
、
内
閣
府
事
務
次
官
よ
り
関
係
府
省

の
事
務
次
官
等
に
対
し
、
令
和
四
年
の
地

方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針
や

第
一
三
次
地
方
分
権
一
括
法
の
国
会
に
お

け
る
審
議
等
を
踏
ま
え
た
対
応
、
具
体
的

に
は
政
省
令
の
整
備
や
地
方
公
共
団
体
及
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び
関
係
団
体
へ
の
情
報
提
供
、
マ
ニ
ュ
ア

ル
の
整
備
や
技
術
的
助
言
等
を
依
頼
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
も
、

適
切
な
事
務
執
行
の
た
め
の
必
要
な
準
備

等
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。

内
閣
府
地
方
分
権
改
革
推
進
室
と
し
て

も
、
第
一
三
次
地
方
分
権
一
括
法
に
お
け

る
各
法
律
の
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
つ

つ
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
住
民
等

へ
の
サ
ー
ビ
ス
や
利
便
性
の
向
上
に
資
す

る
取
組
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
関
係
府
省
と

も
連
携
を
図
り
な
が
ら
サ
ポ
ー
ト
し
て
ま

い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

1010
　
お
わ
り
に

　
お
わ
り
に

以
上
の
と
お
り
、
令
和
四
年
の
提
案
募

集
方
式
に
お
い
て
も
、
多
く
の
地
方
公
共

団
体
や
関
係
府
省
の
協
力
の
下
、
一
定
の

成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
感
染

拡
大
の
局
面
か
ら
徐
々
に
平
時
へ
と
戻
り

つ
つ
あ
る
中
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る

状
況
に
、
地
方
公
共
団
体
の
業
務
は
多
忙

を
極
め
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な

状
況
下
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
デ
ジ
タ
ル
技

術
の
活
用
や
計
画
策
定
業
務
の
見
直
し
に

よ
り
地
方
公
共
団
体
の
事
務
を
効
率
化
し

て
い
こ
う
と
す
る
観
点
か
ら
の
提
案
も
多

く
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
今
回
の
第
一
三
次

地
方
分
権
一
括
法
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う

な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
を
持
っ
た
改
正
事
項

が
盛
り
込
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
も
デ
ジ
タ
ル
技
術
が
進
展
し
て
い

く
中
で
、
地
方
公
共
団
体
が
果
た
す
べ
き

役
割
や
行
う
事
務
も
変
化
し
て
い
く
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
中
で
、
今
般
の
第
一
三
次
地

方
分
権
一
括
法
に
よ
る
制
度
改
正
が
、
住

民
等
へ
の
サ
ー
ビ
ス
や
利
便
性
の
向
上
へ

と
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
自
立
し
た
地
域

社
会
の
確
立
を
後
押
し
す
る
も
の
と
な
る

こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
内
閣
府
地
方
分
権
改
革
推
進
室

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
過
去
の
地
方
分

権
一
括
法
の
情
報
を
掲
載
し
て
お
り
ま

す
。
ご
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
、
こ
ち
ら

も
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w
w
.cao.go.jp/bunken-

su
ish
in
/k
a
k
u
g
ik
etteito

u
/

kakugiketteitou-index.htm
l

お
問
い
合
わ
せ
先

内
閣
府
地
方
分
権
改
革
推
進
室

0
3

-

3
5
8
1

-

2
4
5
0

�

（
担
当
：
内
山
）

公務員賠償責任保険HP まずは、動画をチェック！

中途加入ができるようになりました！！
安心して公務に従事いただくため、この機会に、加入をご検討ください！

全国町村職員生活協同組合
公務員賠償責任保険のご案内生活総合保険

生活総合保険の
公務員賠償責任保
険なら、首長さま
も加入できます！！

公務に起因して、�
多額の損害賠償金
と争訟費用が個人
負担になったら…

首長さまへ 職員さまへ
生活総合保険は、公務員賠償責任保険と傷害総合保険（個人賠償責任補償・弁護士費用総合補償）を組み合わせたものの通称です。

公務員賠償責任保険

公務中のトラブルへのお守りに！

公務中の
加害事故を
補償

⃝加入手続きには、組合員番号（7桁）が必要となります。
⃝契約後は、自動継続となります。
⃝傷害総合保険は、中途加入できません。
⃝傷害総合保険は、毎年10月～ 11月末日が募集期間です。

申込方法　インターネットでいつでも加入

支払方法　クレジットカード払い

保険期間　申込日（毎月20日締切）の翌月1日～ 12月1日

加入資格　全国町村職員生活協同組合の組合員

補償内容・保険料の詳細は、ホームページをご欄ください。

商品内容・お申込み手続きに関するお問い合わせ先
取扱代理店
株式会社 千里
03-5157-2388
受付時間：平日9：30 ～ 17：00

引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
03-3349-5408
受付時間：平日9：00 ～ 17：00

DK22-00026　2023.3.24
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【
建
物
災
害
共
済
事
業
】

建
物
災
害
共
済
事
業
は
、
町
村
の
所
有
す
る

建
物
等
が
火
災
や
自
然
災
害
等
に
よ
っ
て
生
じ

た
損
害
を
相
互
救
済
す
る
た
め
、
昭
和
23
年
４ 

月
よ
り
地
方
自
治
法
第
２
６
３
条
の
２
（
相
互

救
済
事
業
経
営
の
委
託
）
の
規
定
に
基
づ
い
て

実
施
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
間
、
共
済
委
託
町
村
並
び
に
各
都
道
府

県
町
村
会
の
ご
理
解
と
多
大
な
協
力
を
得
て
事

業
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
共
済
委
託
団
体
の

財
政
負
担
の
軽
減
を
は
か
り
、
共
済
委
託
物
件

の
加
入
推
進
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
年
度
の
共
済
基
金
分
担
金
収
入
59
億
1
、

６
４
0
万
余
円
等
を
含
む
経
常
収
益
合
計
は
、

1
0
1
億
４
、
0
６
9
万
余
円
で
、
共
済
金
28

億
６
8
６
万
余
円
を
含
む
経
常
費
用
は
90
億

5
、
5
６
9
万
余
円
と
な
り
、
異
常
危
険
準
備

金
の
繰
入
等
を
行
っ
た
結
果
、
当
期
一
般
正
味

財
産
増
減
額
は
1
億
7
、
1
7
1
万
余
円
の
減

と
な
っ
た
。
本
年
度
の
受
託
及
び
罹
災
状
況
等

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
．
受
託
状
況

本
年
度
の
受
託
実
績
は
、
表
⑴
の
と
お
り
。

受
託
件
数
は
２
5
６
、
5
６
３
件
で
、
前
年

度
比
8
7
６
件
（
前
年
度
比
0
・
３
％
）
の
増

と
な
っ
た
。
ま
た
、
共
済
責
任
額
は
前
年
度
比

1
、
４
5
9
億
余
円
（
同
0
・
6
％
） 

増
の
24

兆
3
、
２
３
６
億
余
円
と
な
っ
た
。
収
入
分
担

金
は
59
億
1
、
６
４
0
万
余
円
で
、
前
年
度
58

億
5
、
1
0
9
万
余
円
に
比
し
6
、
5
３
1
万

余
円
（
同
1
・
1
％
）
の
増
と
な
っ
た
。

２
．
罹
災
状
況

本
年
度
の
罹
災
状
況
は
、
表
⑵
の
と
お
り
。

罹
災
件
数
は
3
、
0
0
8
件
で
、
前
年
度
比

３
２
６
件
（
同
12
・
2
％
）
の
増
と
な
っ
た
も

の
の
、支
払
共
済
金
は
18
億
２
４
8
万
余
円
（
同

39
・
1
％
）
減
の
28
億
６
8
６
万
余
円
と
な
っ

た
。な

お
、
収
入
分
担
金
59
億
1
、
６
４
0
万
余

円
に
対
す
る
損
害
率
は
47
・
4
％
で
あ
る
。

３
．
用
途
別
罹
災
状
況

用
途
別
の
罹
災
状
況
は
、
表
⑶
の
と
お
り
。

罹
災
件
数
は
、
そ
の
他
の
施
設
に
次
ぎ
、
学

校
関
係
施
設
が
多
く
、
体
育
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
施
設
、社
会
教
育
・
文
化
施
設
が
続
い
て
い
る
。

４
．
支
払
備
金

既
発
生
事
故
で
あ
っ
て
共
済
金
が
未
請
求
と

な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
損
害
共
済
金

を
概
算
見
積
り
の
う
え
、
35
億
３
、
9
0
３
万

余
円
を
共
済
金
支
払
備
金
に
、
３
億
5
、

６
３
9
万
余
円
を
見
舞
金
支
払
備
金
と
し
て
計

上
し
た
。

５
．
異
常
危
険
準
備
金

風
水
災
、
地
震
・
津
波
等
の
巨
大
災
害
リ
ス

ク
に
備
え
る
た
め
の
異
常
危
険
準
備
金
は
74
億

5
、
２
４
7
万
余
円
と
な
っ
た
。

表⑴　建物共済受託実績

区　　　分 令和４年度 令和３年度 比較増減 増減率

件　　　数 256,563件 255,687件 876件 0.3％

共済責任額 24,323,639,633千円 24,177,690,876千円 145,948,757千円 0.6％

収入分担金 5,916,405,158円 5,851,092,378円 65,312,780円 1.1％

表⑵　建物共済罹災状況

区　　　分 令和４年度 令和３年度 比較増減 増減率

件　　　数 3,008件 2,682件 326件 12.2％

支払共済金 2,806,867,652円 4,609,354,626円 △1,802,486,974円 △39.1％

損　害　率 47.4％ 78.8％ △31.4％ ―

（注）△印は減を示す。

表⑶　建物共済用途別罹災状況

用　途　別 件　　数 支払共済金 損　害　率

建　

物　

共　

済

学 校 関 係 施 設  588件（ 19.6％ ） 547,896,732円（ 19.5％ ） 9.2％（ 42.5％ ）

役 場 関 係 施 設 275　（ 9.1　 ） 157,744,411　（  5.6　 ） 2.7　 （ 34.3　 ）

医 療 関 係 施 設 43　（ 1.4　 ） 35,834,811　（  1.3　 ） 0.6　 （ 16.3　 ）

住 宅 施 設 238　（ 7.9　 ） 370,624,861　（  13.2　 ） 6.3　 （ 97.3　 ）

社会教育・文化施設 349　（ 11.6　 ） 211,718,991　（  7.6　 ） 3.6　 （ 26.2　 ）

福 祉 関 係 施 設 204　（ 6.8　 ） 54,547,069　（  1.9　 ） 0.9　 （ 10.5　 ）

体育・レクリエーション施設 370　（ 12.3　 ） 272,196,390　（  9.7　 ） 4.6　 （ 36.6　 ）

環 境 衛 生 施 設 302　（ 10.0　 ） 451,602,797　（  16.1　 ） 7.6　 （ 64.7　 ）

そ の 他 の 施 設 639　（ 21.3　 ） 704,701,590　（  25.1　 ） 11.9　 （ 92.6　 ）

合　　　　　　　計 3,008　（100.0 ） 2,806,867,652　（100.0 ） 47.4　 （ ― ）

（注） 損害率は総分担金収入に対する用途別の損害率であり、（　）は各用途別区
分収入に対する用途別の損害率である。  
また、合計欄の損害率は総分担金収入に対する支払共済金総額の割合であ
り、用途別の損害率の合計ではない。

表⑷　建物共済災害見舞金給付状況
区　　　分 令和４年度 令和３年度 比較増減

件 数 721件 287件 434件

災害見舞金給付額 1,172,973,829円 922,369,330円 250,604,499円

　

一
般
財
団
法
人
全
国
自
治
協
会
は
、
地
方
自
治
法
第
２
６
３
条
の
２
の
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
公
有
物
件
（
建
物
・
自
動
車
）
の
災

害
共
済
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
本
年
６
月
16
日
開
催
の
理
事
会
の
承
認
を
得
、
同
日
の
定
時
評
議
員
会
に
お
い
て
、
令
和
４
年
度
事
業
報
告

及
び
決
算
に
つ
い
て
報
告
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
。

　

町
村
週
報
へ
の
掲
載
は
、
公
有
物
件
災
害
共
済
規
約
第
18
条
の
『
地
方
自
治
法
第
２
６
３
条
の
２
の
第
２
項
に
定
め
る
事
業
の
経
営
状
況

の
通
知
等
は
、「
町
村
週
報
」
に
掲
載
す
る
』
と
の
定
め
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

公
有
物
件
災
害
共
済
事
業
の
概
要
報
告

令
　
和

４
年
度

一
般
財
団
法
人
全
国
自
治
協
会
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６
．
災
害
見
舞
金

災
害
見
舞
金
は
、
自
然
災
害
（
地
震
・
噴
火
・

津
波
に
よ
る
損
害
）
に
対
し
て
給
付
す
る
が
、

本
年
度
に
お
い
て
は
、
表
⑷
の
と
お
り
。

７
．
諸
積
立
金

本
年
度
末
に
お
け
る
基
金
積
立
金
（
財
産
収

入
を
も
っ
て
造
成
）及
び
運
営
準
備
積
立
金（
事

業
剰
余
金
の
積
立
）
の
総
額
は
３
６
４
億
6
、

６
２
7
万
余
円
と
な
り
、
そ
の
内
訳
は
、
基
金

積
立
金
３
４
4
億
8
、
２
5
9
万
余
円
、
運
営

準
備
積
立
金
19
億
8
、
３
６
7
万
余
円
で
あ
る
。

８
．
消
防
設
備
資
金
融
資

共
済
委
託
町
村
等
に
対
す
る
還
元
融
資
と
し

て
の
消
防
設
備
資
金
の
貸
付
状
況
は
表
⑸
の
と

お
り
。

【
自
動
車
損
害
共
済
事
業
】

自
動
車
損
害
共
済
事
業
は
、
町
村
が
管
理
、

使
用
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
及
び

自
動
車
に
よ
っ
て
生
じ
た
共
済
委
託
町
村
が
被

る
法
律
上
の
損
害
賠
償
額
を
相
互
に
救
済
す
る

た
め
、
建
物
災
害
共
済
事
業
と
同
様
、
地
方
自

治
法
第
２
６
３
条
の
２
（
相
互
救
済
事
業
経
営

の
委
託
）
の
規
定
に
よ
る
共
済
事
業
と
し
て
、

昭
和
33
年
10
月
に
発
足
し
、
現
在
に
至
っ
て
い

る
。
こ
の
間
、
共
済
委
託
町
村
並
び
に
各
都
道

府
県
町
村
会
の
ご
理
解
と
多
大
な
協
力
を
得
て

事
業
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
事
故
処
理
に

つ
い
て
委
託
団
体
に
代
っ
て
示
談
交
渉
を
行

う
な
ど
、
早
期
か
つ
適
正
な
解
決
に
努
め
て

い
る
。

本
年
度
の
共
済
基
金
分
担
金
収
入
25
億
3
、

7
0
６
万
余
円
等
を
含
む
経
常
収
益
合
計
は
31

億
5
、
1
４
5
万
余
円
で
、
共
済
金
16
億 

1
5
7
万
余
円
等
を
含
む
経
常
費
用
は
27
億

5
、
1
5
0
万
余
円
と
な
り
、
異
常
危
険
準
備

金
の
戻
入
等
を
行
っ
た
結
果
、
当
期
一
般
正
味

財
産
増
減
額
は
、
1
億
8
、
３
0
0
万
余
円
の

減
と
な
っ
た
。

本
年
度
の
受
託
及
び
損
害
状
況
等
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

１
．
受
託
状
況

本
年
度
の
受
託
実
績
は
、
表
⑹
の
と
お
り
で

あ
っ
て
、
収
入
分
担
金
総
額
は
、
25
億
3
、

7
0
６
万
余
円
で
前
年
度
比
４
２
２
万
余
円 

（
0
・
2
％
）
の
減
と
な
っ
た
。

共
済
種
別
毎
の
受
託
状
況
で
は
、
車
両
共
済

に
お
い
て
は
、
9
7
、
7
1
7
台
で
前
年
度
比

36
台
（
0
・
0
％
）
の
減
、収
入
分
担
金
11
億
６
、

４
0
8
万
余
円
で
、
前
年
度
比
1
9
1
万
余
円

（
0
・
2
％
）
の
減
と
な
っ
た
。
ま
た
、
賠
償

共
済
に
お
い
て
は
対
物
賠
償
共
済
1
0
1
、

7
5
8
台
で
前
年
度
比
34
台
（
0
・
0
％
）、

対
人
賠
償
共
済
1
0
1
、
６
４
４
台
で
、
前
年

度
比
27
台
（
0
・
0
％
）
そ
れ
ぞ
れ
減
少
し
、

収
入
分
担
金
は
対
物
賠
償
共
済
8
億
9
、
5
0

8
万
余
円
で
前
年
度
比
72
万
余
円
（
0
・
1
％
）

の
減
、
対
人
賠
償
共
済
は
４
億
7
、
7
8
9
万

余
円
で
、前
年
度
比
1
5
7
万
余
円
（
0
・
3
％
）

の
減
と
な
っ
た
。

２
．
損
害
の
状
況

本
年
度
の
損
害
状
況
は
、
表
⑺
の
と
お
り
。

損
害
件
数
は
車
両
共
済
で
5
、
7
２
1
件
、

前
年
度
比
1
5
5
件
の
増
、
対
物
賠
償
共
済
は

1
、
４
0
7
件
、
前
年
度
比
1
9
9
件
の
増
、

対
人
賠
償
共
済
は
1
２
0
件
で
前
年
度
比
14
件

減
少
し
た
。

ま
た
、
損
害
率
に
お
い
て
は
前
年
度
に
比
べ
、

車
両
共
済
が
2
・
9
％
、
対
物
賠
償
共
済
は

6
・
9
％
、
対
人
賠
償
共
済
は
30
・
1
％
増
加

し
た
。

３
．
支
払
備
金

既
発
生
事
故
で
あ
っ
て
共
済
金
が
未
請
求
と

な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
損
害
共
済
金

を
概
算
見
積
り
の
う
え
、本
年
度
支
払
備
金
と

し
て
６
３
1
件
３
億
６
、６
9
３
万
余
円
計
上

し
た
。

４
．
異
常
危
険
準
備
金

大
事
故
支
払
リ
ス
ク
に
備
え
る
た
め
、
40
億

5
、
9
３
0
万
余
円
を
異
常
危
険
準
備
金
と
し

て
計
上
し
た
。

５
．
諸
積
立
金

本
年
度
末
に
お
け
る
基
金
積
立
金
（
財
産
収

入
を
も
っ
て
造
成
）及
び
運
営
準
備
積
立
金（
事

業
剰
余
金
の
積
立
）
の
総
額
は
、
1
２
9
億
６
、

5
8
２
万
余
円
と
な
り
、
そ
の
内
訳
は
基
金
積

立
金
52
億
1
、
7
5
1
万
余
円
、
運
営
準
備
積

立
金
77
億
4
、
8
３
0
万
余
円
で
あ
る
。

表⑸　消防設備資金融資

貸 付 年 度 貸付件数 貸　付　額 償還済額 本年度末未償還元金

平成28年度 73件 2,437,900千円 2,143,562千円 294,338千円

平成29年度 69件 2,473,200千円 1,960,524千円 512,676千円

平成30年度 73件 2,549,500千円 1,487,320千円 1,062,180千円

令和元年度 106件 3,397,600千円 1,377,744千円 2,019,856千円

令 和 2 年 度 57件 1,156,600千円 240,480千円 916,120千円

令 和 3 年 度 47件 863,600千円 0千円 863,600千円

令 和 4 年 度 51件 751,000千円 0千円 751,000千円

合 　 　 計 476件 13,629,400千円 7,209,630千円 6,419,770千円

表⑹　自動車共済受託実績

区　　　分 車 両 共 済
賠　償　共　済

合　　　計
対　　　物 対　　　人

令
和
４
年
度

台　　 数 97,717台 101,758台 101,644台 301,119台

収入分担金 1,164,080,390円 895,088,030円 477,894,240円 2,537,062,660円
令
和
３
年
度

台　　 数 97,753台 101,792台 101,671台 301,216台

収入分担金 1,165,998,390円 895,816,070円 479,469,380円 2,541,283,840円

比
較
増
減
（
％
）

台 数 △36台 △34台 △27台 △97台
（△0.0％） （△0.0％） （△0.0％） （△0.0％）

収入分担金 △1,918,000円 △728,040円 △1,575,140円 △4,221,180円
（△0.2％） （△0.1％） （△0.3％） （△0.2％）

（注）△印は減を示す。

表⑺　自動車共済損害状況

区　　　分 車 両 共 済
賠　償　共　済

合　　　計
対　　　物 対　　　人

令
和
４
年
度

件 数 5,721件 1,407件 120件 7,248件

支払共済金 1,050,230,414円 322,332,875円 229,012,840円 1,601,576,129円

損 害 率 （90.2％） （36.0％） （47.9％） （63.1％）

令
和
３
年
度

件 数 5,566件 1,208件 134件 6,908件

支払共済金 1,018,049,371円 260,804,149円 85,360,226円 1,364,213,746円

損 害 率 （87.3％） （29.1％） （17.8％） （53.7％）
比
較
増
減（
％
）

件 数 155件 199件 △14件 340件

支払共済金 32,181,043円 61,528,726円 143,652,614円 237,362,383円

損 害 率 （2.9％） （6.9％） （30.1％） （9.4％）

（注）損害率＝支払共済金／収入分担金　
（注）△印は減を示す。
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事
業
概
要

本
組
合
は
、
消
費
生
活
協
同
組

合
法
に
準
拠
し
た
職
域
生
協
と
し

て
設
立
し
、
昭
和
29
年
4
月
よ
り

火
災
共
済
事
業
を
開
始
し
た
。
ま

た
、
町
村
職
員
の
保
有
の
自
動
車

に
よ
る
不
慮
の
自
動
車
事
故
に

よ
っ
て
生
ず
る
町
村
職
員
の
経
済

負
担
に
備
え
る
た
め
昭
和
42
年
4

月
よ
り
自
動
車
共
済
事
業
を
実
施

し
て
い
る
。

両
事
業
開
始
以
来
、
事
業
内
容

の
改
善
充
実
に
つ
と
め
、
協
同
互

助
の
精
神
に
基
づ
く
町
村
職
員
等

の
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
に
最
大
限
の
努
力

を
傾
注
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

令
和
4
年
度
の
事
業
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
、

組
合
員
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
比
1
、
0
2
2
人

（
0
・
6
％
）
の
減
と
な
っ
た
。
退
職
者
組
合
員
は
、

９
3
、
8
7
９
人
の
う
ち
2
、
0
2
1
人
が
令
和
4

年
度
中
に
退
職
者
組
合
員
と
な
っ
た
。
ま
た
、
亡
く

な
ら
れ
た
組
合
員
の
契
約
を
配
偶
者
が
引
き
継
い
だ

承
継
組
合
員
数
は
1
、
4
3
5
人
と
な
っ
た
。

火
災
共
済
事
業
は
、
契
約
件
数
で
前
年
度
よ
り

1
、
3
2
９
件
（
1
・
8
％
）
の
減
、
共
済
掛
金
で

前
年
度
比
1
、
4
2
7
万
余
円
（
1
・
3
％
）
の
減

と
な
っ
た
。
風
水
雪
害
特
約
共
済
は
、
契
約
件
数
で

前
年
度
よ
り
63
件
（
0
・
2
％
）
の
増
、
共
済
掛
金

で
前
年
度
比
2
９
7
万
余
円
（
0
・
8
％
）
の
増
と

な
っ
た
。

自
動
車
共
済
事
業
は
、
契
約
台
数
で
前
年
度
比

2
、
8
4
９
台
（
1
・
6
％
）
の
減
、
共
済
掛
金
で

前
年
度
比
8
、
９
2
3
万
余
円
（
1
・
9
％
）
の
減

と
な
っ
た
。

一
方
、
共
済
金
の
支
払
は
、
火
災
共
済
事
業
で
前

年
度
比
1
6
5
件
（
32
・
2
％
）、
共
済
金
合
計
2
、

4
7
7
万
余
円
（
9
・
2
％
）
の
増
と
な
っ
た
。

ま
た
、
風
水
雪
害
特
約
共
済
金
の
給
付
に
つ
い
て

は
、
前
年
度
比
69
件
（
32
・
7
％
）、
共
済
金
合
計

6
、
0
4
９
万
余
円
（
31
・
4
％
）
の
増
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
地
震
等
災
害
見
舞
金
に
つ
い
て
は
、
令

和
5
年
2
月
1
日
よ
り
地
震
等
災
害
共
済
金
へ
制
度

変
更
を
行
っ
た
。
な
お
、給
付
内
容
は
同
様
で
あ
る
。

地
震
等
災
害
共
済
金
（
7
件
、
1
7
1
万
円
）
と

地
震
等
災
害
見
舞
金
を
合
わ
せ
た
実
績
は
、
件
数

で
前
年
度
比
25
件
、
給
付
額
2
8
8
万
余
円
の
増
と

な
っ
た
。

自
動
車
共
済
事
業
で
は
、
支
払
件
数
で
前
年
度
比

78
件
（
1
・
7
％
）
の
増
、
共
済
金
合
計
に
お
い
て

は
1
億
6
、
1
９
2
万
余
円
（
11
・
4
％
）
の
増
と

な
っ
た
。

よ
っ
て
、
本
年
度
に
お
け
る
剰
余
金
を
も
っ
て
す

る
事
業
利
用
分
量
割
戻
金
は
、
火
災
共
済
は
33
・

27
％
、
風
水
雪
害
特
約
は
0
・
59
％
、
自
動
車
共
済

が
14
・
64
％
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

表 １　貸借対照表
令和５年３月31日現在

（単位：円）

資
　
産

現金及び預貯金 7,750,296,252
有価証券 17,993,427,919
未収収益 26,585,117
その他資産 609,217,143
業務用固定資産 170,866,390
繰延税金資産 1,972,869,000

合　　計 28,523,261,821

負
債
・
純
資
産

共済契約準備金 12,505,763,331
（支払備金） （1,495,387,134） 
（責任準備金） （11,010,376,197） 

その他負債 145,993,388
引当金 9,146,128

負 債 計 12,660,902,847
組合員出資金 1,549,966,800
法定準備金 7,026,852,650
地震等災害見舞金積立金 4,144,117,000
当期未処分剰余金 3,141,422,524

（うち当期剰余金） （1,947,528,118）
純資産計 15,862,358,974
合　　計 28,523,261,821

表２　損益計算書
令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

（単位：円）

経
常
収
益

共済掛金収入 5,962,002,930
共済契約準備金戻入 5,390,666,060

（支払備金戻入） （1,663,847,000）
資産運用収益 131,004,736
集金事務手数料収入 25,188,701
雑収入 4,464,880

合　　計 11,513,327,307

経
常
費
用

共済金支払額 2,128,387,399
見舞金等 16,860,000
共済契約準備金繰入 5,169,277,984

（支払備金繰入） （1,495,387,134）
事業経費 2,672,409,768
雑損失 1

合　　計 9,986,935,152
経常剰余金 1,526,392,155
特別利益 781,243,567
税引前当期剰余金 2,307,635,722
法人税等 145,175,604
法人税等調整額 214,932,000
当期剰余金 1,947,528,118
前期繰越剰余金 1,177,944,406
地震等災害見舞金積立金取崩額 15,950,000
当期未処分剰余金 3,141,422,524

表３　令和４年度剰余金処分
令和５年３月31日現在

（単位：円）
１ 当期末処分剰余金 3,141,422,524
２ 任意積立金取崩額 4,144,117,000
３ 剰余金処分額 5,946,416,505

事業利用分量に応ずる割戻金 1,021,055,938
任意積立金 4,925,360,567
　大規模災害リスク積立金 4,875,360,567
　事業リスク対応積立金 50,000,000

４ 次期繰越剰余金 1,339,123,019

表 4　組合加入状況
区　分 人　員 口　数 出資金

令和４年度 161,387人 15,505,100口 1,550,510,050円
令和３年度 162,409　 15,652,951　 1,565,295,190　
比 較 増 減 △1,022　 △147,851　 △14,785,140　
増 減 率 △0.6％    △0.9％ △0.9％
令和２年度 165,018　 15,859,671　 1,585,967,190　
令和元年度 166,581　 15,942,580　 1,594,258,010　

（注） △印は減を示す。  
出資金額は預り出資金（１口100円未満の端数口数の累計額）
543,250円を含む。

表 5　火災共済加入状況
区　分 共済契約件数 契約口数 共済掛金

令和４年度 73,526件 17,771,202口 1,066,434,630円
令和３年度 74,855　 18,005,067　 1,080,713,850　
比 較 増 減 △1,329　 △233,865　 △14,279,220　
増 減 率 △1.8％ △1.3％ △1.3％
令和２年度 76,395　 18,328,489　 1,100,199,690　
令和元年度 78,313　 18,721,012　 1,124,235,610　

（注）△印は減を示す。

表 6　風水雪害特約共済加入状況
区　分 特約付加件数 契約口数 特約共済掛金

令和４年度 29,594件 7,177,641口 359,132,130円
令和３年度 29,531　 7,118,672　 356,161,930　
比 較 増 減 63　  58,969　 2,970,200　
増 減 率 0.2％  0.8％ 0.8％
令和２年度 29,610　 7,116,675　 356,347,710　
令和元年度 29,416　 7,034,962　 352,152,340　

町
村
職
員
生
協
火
災
・
自
動
車
共
済
事
業
の
概
要
報
告

全
国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合

全
国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合
が
行
う
火
災
共
済
及
び
自
動
車
共
済
の
令
和
４
年
度
事
業
概
要
及
び

決
算
に
つ
い
て
は
、
本
年
６
月
16
日
に
開
催
さ
れ
た
総
代
会
の
議
決
を
得
た
の
で
、
定
款
の
規
定
に
基

づ
き
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
　
和

４
年
度
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表 8　火災共済金支払状況

区　分
火災共済金

（内　地震等災害共済金） 臨時費用共済金 残存物取片づけ費用共済金 失火見舞費用共済金 合　計 損害率
件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額

令 和 ４ 年 度 677件
（7）

256,843,377円
（1,710,000） 669件 30,362,926円 243件 6,180,996円 1件 573,195円 293,960,494円 27.6％

令 和 ３ 年 度 512　 234,861,952　 512　 28,146,483　 178　 5,976,384　 1　 200,000　 269,184,819　 24.9  
比 較 増 減 165　 21,981,425　 157　 2,216,443　 65　 204,612　 0　 373,195　 24,775,675　 2.7　
増 減 率 32.2％ 9.4％ 30.6％ 7.9％ 36.5％ 3.4％ 0％ 187％ 9.2％ －　
令 和 ２ 年 度 479　 338,913,563　 480　 35,273,133　 158　 8,325,269　 2　 266,666　 382,778,631　 34.8　
令 和 元 年 度 513　 289,296,087　 517　 35,934,036　 127　 6,435,355　 2　 320,000　 331,985,478　 29.5　

表 9　風水雪害特約共済金支払状況

区　分 特約共済金 臨時費用共済金 残存物取片づけ費用共済金 合　　計 損害率件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額
令 和 ４ 年 度 280件 217,314,298円 280件 32,084,780円 109件 3,710,097円 253,109,175円 70.5％
令 和 ３ 年 度 211　 165,874,013　 211　 24,719,855　 78　 2,019,190　 192,613,058　 54.1　
比 較 増 減 69　 51,440,285　 69　 7,364,925　 31　 1,690,907　 60,496,117　 16.4　
増 減 率 32.7％ 31.0％ 32.7％ 29.8％ 39.7％ 83.7％ 31.4％ －　
令 和 ２ 年 度 202　 341,523,479　 202　 46,313,931　 70　 3,704,796　 391,542,206　 109.9　
令 和 元 年 度 253　 347,165,643　 253　 51,293,212　 50　 2,853,230　 401,312,085　 114.0　

表10　地震等災害見舞金（地震等災害共済金）支払状況

区　分 件　数
（含　共済金）

見 舞 金
（含　共済金）

一件当りの見舞金
（含　共済金）

令 和 ４ 年 度 103件
（110）

15,950,000円
（17,660,000）

154,854円
（160,545）

令 和 ３ 年 度 95　 14,779,500　 155,574　
比 較 増 減 18　

（25）
1,170,500　

（2,880,500）
△720　

（4,971）
増 減 率 18.9％

（26.3）
  7.9％

（19.5）
△0.4％
（3.2）

令 和 ２ 年 度 4　 439,000　 109,750　
令 和 元 年 度 11　 2,090,000　 190,000　

（注）△印は減を示す。

表11　自動車共済金支払状況

区　分 対物賠償共済 対人賠償共済 合　　計 損害率件　数 共 済 金 件　数 共 済 金 件　数 共 済 金
令 和 ４ 年 度 4,163件 1,045,359,406円 630件 535,958,324円 4,793件 1,581,317,730円 34.9％
令 和 ３ 年 度 4,114　 1,031,263,214　 601　 388,129,333　 4,715　 1,419,392,547　 30.7　
比 較 増 減 49　 14,096,192　 29　 147,828,991　 78　 161,925,183　 4.2　
増 減 率 1.2％ 1.4％ 4.8％ 38.1％ 1.7％ 11.4％ －　
令 和 ２ 年 度 4,389　 1,081,846,638　 671　 780,137,970　 5,060　 1,861,984,608　 39.6　
令 和 元 年 度 5,148　 1,275,849,899　 776　 501,000,242　 5,924　 1,776,850,141　 37.0　

表12　自動車共済臨時費用支払状況

区　分 傷　　害 死　　亡 合　　計
件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額

令 和 ４ 年 度 16件 480,000円 4件 430,000円 20件 910,000円
令 和 ３ 年 度 17　 510,000　 3　 300,000　 20　 810,000　
比 較 増 減 △1　 △30,000　 1　 130,000　 0　 100,000　
増 減 率 △5.9％ △5.9％ 33.3％ 43.3％ 0％ 12.3％
令 和 ２ 年 度 28　 840,000　 5　 500,000　 33　 1,340,000　
令 和 元 年 度 24　 720,000　 5　 500,000　 29　 1,220,000　

（注）△印は減を示す。

表 7　自動車共済加入状況
区　分 契約台数 共済掛金

令 和 ４ 年 度 173,174台 4,536,436,170円
令 和 ３ 年 度 176,023　 4,625,675,820　
比 較 増 減 △2,849　 △89,239,650　
増 減 率 △1.6％ △1.9％
令 和 ２ 年 度 178,668　 4,707,783,590　
令 和 元 年 度 181,525　 4,796,575,850　

（注）△印は減を示す。
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A
I
使
い
健
康
指
導
　
鳩
山
町
、
金
沢
大
と

研
究
交
流
協
定

　

埼
玉
県
鳩
山
町
と
金
沢
大
学
は
6
日
、
役
場
会

議
室
で
「
研
究
交
流
事
業
に
関
す
る
基
本
協
定
」

の
調
印
式
を
実
施
し
た
。
生
体
セ
ン
シ
ン
グ
技
術

を
用
い
た
ヘ
ル
ス
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
人
工
知
能

（
A
I
）
を
用
い
た
健
康
度
評
価
、
A
I
を
用
い

た
下
水
道
管
路
の
劣
化
診
断
な
ど
4
項
目
の
事
業

が
提
案
・
公
表
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
全
国
初
の
取

り
組
み
と
い
う
。

調
印
式
に
は
、
小
峰
孝
雄
町
長
と
金
沢
大
学
の

大
竹
茂
樹
理
事
・
副
学
長
、
同
大
融
合
研
究
域
融

合
科
学
系
の
藤
生
慎
准
教
授
ら
6
人
が
出
席
し

た
。
互
い
に
有
す
る
人
的
・
物
的
資
源
を
有
効
活

用
し
、
研
究
交
流
す
る
。
特
に
A
I
技
術
を
活
用

し
て
、
教
育
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
自
然
・
環
境
、

健
康
・
福
祉
、
地
域
振
興
の
課
題
に
取
り
組
む
。

A
I
を
用
い
た
健
康
度
評
価
は
、
最
先
端
セ
ン

シ
ン
グ
機
器
「
F
r
e
e
S
t
y
l
e
リ
ブ
レ
」
を

2
週
間
装
着
し
血
糖
値
を
取
得
、
個
人
の
食
生
活

を
推
定
し
、
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム

（
K
D
B
）
に
よ
る
デ
ー
タ
と
か
け
合
わ
せ
て
分

析
、
個
人
に
対
し
て
、
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
型
の
健

康
指
導
を
す
る
こ
と
で
、
よ
り
実
効
性
の
高
い
、

町
民
へ
の
健
康
指
導
を
実
現
し
て
、
糖
尿
病
予
防

に
つ
な
げ
る
。

下
水
道
管
路
の
劣
化
診
断
は
、
現
在
の
目
視
点

検
で
は
効
率
的
な
点
検
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め

A
I
を
用
い
て
道
路
状
況
を
予
測
す
る
こ
と
に
よ

り
、目
視
点
検
を
す
べ
き
箇
所
が
明
ら
か
と
な
り
、

効
率
的
な
道
路
の
点
検
が
実
現
で
き
る
と
い
う
。

こ
の
ほ
か
災
害
時
の
建
物
被
害
認
定
調
査
の
効

率
的
な
手
法
の
開
発
、
空
き
家
実
態
調
査
の
省
力

化
の
研
究
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

（
埼
玉
新
聞
・
2
0
2
3
年
７
月
10
日
）

国
の
少
子
化
対
策
モ
デ
ル
事
業
「
誰
で
も

通
園
」
福
井
県
内
の
２
施
設
指
定
　
時
間

単
位
で
利
用
、
保
護
者
「
助
か
る
」

　

岸
田
文
雄
政
権
が
６
月
に
ま
と
め
た
少
子
化
対

策
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」
の
一
つ
、「
こ
ど

も
誰
で
も
通
園
制
度
」
の
モ
デ
ル
事
業
に
、
福
井

県
内
の
2
施
設
が
指
定
さ
れ
た
。
親
の
就
労
要
件

を
問
わ
ず
、
保
育
園
や
認
定
こ
ど
も
園
な
ど
を
時

間
単
位
で
利
用
で
き
る
新
制
度
で
、
未
就
園
児
を

抱
え
る
子
育
て
家
庭
の
育
児
負
担
の
軽
減
な
ど
が

目
的
。

未
就
園
の
子
ど
も
は
家
庭
で
の
養
育
を
選
ん
で

い
る
ケ
ー
ス
以
外
に
、
保
護
者
が
就
労
要
件
を
満

た
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
経
済
的
に
余
裕
が
な

か
っ
た
り
し
て
、
希
望
し
て
も
入
園
で
き
な
い
場

合
が
あ
る
。
親
子
が
孤
立
し
や
す
く
、
虐
待
の
リ

ス
ク
が
高
ま
る
恐
れ
が
あ
る
。

同
制
度
は
保
育
園
な
ど
の
空
き
定
員
を
活
用
し

週
に
数
回
、
継
続
的
に
預
か
る
仕
組
み
。
モ
デ
ル

事
業
は
全
国
か
ら
公
募
し
、
本
年
度
は
31
自
治
体

で
実
施
し
て
お
り
、
政
府
が
未
就
園
児
の
預
か
り

に
か
か
る
経
費
な
ど
事
業
費
の
９
割
を
自
治
体
に

補
助
す
る
。
2
0
2
４
年
度
か
ら
の
本
格
運
用
を

目
指
し
て
い
る
。

県
内
で
は
若
狭
町
の
「
と
ば
っ
子
保
育
園
」
と

敦
賀
市
の
「
第
二
早
翠
幼
稚
園
」
が
指
定
さ
れ
、

こ
の
う
ち
、
と
ば
っ
子
保
育
園
は
今
春
か
ら
受
け

入
れ
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
１
～
５
歳
児
が
対
象

で
、
保
護
者
が
在
宅
で
も
預
け
る
こ
と
が
で
き
、

週
3
回
ま
で
利
用
が
可
能
だ
。

同
園
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
６
人
の
子
ど
も

を
受
け
入
れ
て
お
り
、
保
護
者
が
預
け
る
理
由
は

里
帰
り
出
産
や
兄
姉
の
学
校
行
事
、
通
院
な
ど
さ

ま
ざ
ま
と
い
う
。
利
用
料
金
は
一
時
保
育
と
同
額

で
、
１
日
４
時
間
ま
で
が
１
１
0
0
円
、
８
時
間

ま
で
は
2
2
0
0
円
と
し
て
い
る
。

制
度
を
利
用
し
、
孫
の
１
歳
男
児
を
預
け
て
い

る
若
狭
町
の
女
性
は
「（
男
児
の
母
親
の
）
娘
は

2
人
目
の
子
ど
も
を
出
産
す
る
た
め
に
横
浜
か
ら

帰
省
し
入
院
し
て
い
る
。
私
も
パ
ー
ト
で
働
い
て

い
る
の
で
、
預
け
ら
れ
る
の
は
す
ご
く
助
か
る
」

と
話
す
。

町
の
担
当
者
は
「
保
護
者
の
育
児
へ
の
負
担
を

少
し
で
も
軽
減
で
き
る
よ
う
に
、
制
度
を
活
用
し

て
地
域
全
体
で
子
育
て
を
支
援
し
た
い
」と
語
る
。

国
の
補
助
は
、
制
度
に
伴
い
拡
充
し
た
保
育
士
の

人
件
費
に
充
て
る
方
針
。

（
福
井
新
聞
・
2
0
2
3
年
7
月
19
日
）

チ
ャ
ッ
ト
Ｇ
Ｐ
Ｔ
活
用
方
法
を
学
ぶ
　

鳥
取
・
琴
浦
町
職
員
対
象
に
研
修
会

　

琴
浦
町
は
21
日
、
職
員
を
対
象
に
、
対
話
型
人

工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）「
チ
ャ
ッ
ト
Ｇ
Ｐ
Ｔ
」
を
活
用

す
る
た
め
の
研
修
会
を
同
町
役
場
で
開
き
、
専
門

家
を
招
い
て
利
点
や
注
意
点
を
学
ん
だ
。
県
内
市

町
村
で
、
チ
ャ
ッ
ト
Ｇ
Ｐ
Ｔ
な
ど
生
成
Ａ
Ｉ
の
使

用
に
つ
い
て
議
論
が
さ
れ
て
い
る
が
、
同
町
は
使

用
に
つ
い
て
前
向
き
で
９
月
30
日
ま
で
試
行
し
、

活
用
に
向
け
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
。

一
律
的
な
使
用
禁
止
は
何
も
生
み
出
さ
な
い
と

い
う
考
え
で
、
現
時
点
で
の
注
意
事
項
を
整
理
し

て
試
行
し
よ
う
と
研
修
会
を
実
施
。「
Ｃ
Ａ　

Ｔ

ｅ
ｃ
ｈ　

Ｋ
ｉ
ｄ
ｓ
」（
東
京
都
）
の
松
倉
健
吾

さ
ん
を
講
師
に
招
き
、メ
リ
ッ
ト
や
デ
メ
リ
ッ
ト
、

生
成
物
の
内
容
を
妄
信
し
な
い
、
既
存
著
作
物
な

ど
に
類
似
し
な
い
か
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
こ
と

な
ど
注
意
点
を
学
ん
だ
。

研
修
会
に
は
26
人
が
参
加
。
実
際
に
単
語
を
打

ち
込
ん
だ
り
、
ア
イ
デ
ア
の
提
出
を
求
め
た
り
す

る
と
、
回
答
が
す
ら
す
ら
と
出
て
く
る
こ
と
に
驚

い
て
い
た
。

同
町
Ｄ
Ｘ
推
進
室
の
石
賀
勝
室
長
は
「（
生
成

Ａ
Ｉ
を
）業
務
改
善
な
ど
に
使
わ
な
い
手
は
な
い
。

県
で
も
活
用
に
向
け
た
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
が
設

置
さ
れ
る
の
で
情
報
収
集
し
て
町
の
運
用
に
生
か

し
た
い
」
と
話
し
た
。

（
日
本
海
新
聞
・
2
0
2
3
年
7
月
24
日
）

不
安
や
悩
み
ウ
ェ
ブ
24
時
間
相
談
窓
口
　

「
あ
や
子
ど
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
」開
設
　
宮
崎
県
綾
町

不
登
校
傾
向
の
子
ど
も
の
増
加
や
ヤ
ン
グ
ケ
ア

ラ
ー
問
題
な
ど
に
対
応
し
よ
う
と
、
宮
崎
県
綾
町

教
育
委
員
会
は
綾
小
、
綾
中
の
児
童
生
徒
を
対
象

に
、
不
安
や
悩
み
を
ウ
ェ
ブ
上
で
24
時
間
相
談
で

き
る
窓
口
「
あ
や
子
ど
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
」
を
開
設

し
た
。
迅
速
な
ト
ラ
ブ
ル
の
把
握
や
、
関
係
機
関

と
連
携
し
た
支
援
に
つ
な
げ
て
い
く
。

窓
口
で
は
自
由
記
述
で
相
談
内
容
を
書
き
込

む
。
相
談
が
あ
れ
ば
、
町
教
委
職
員
や
学
校
の
教

務
主
任
、
教
育
相
談
員
ら
で
つ
く
る
相
談
窓
口
の

メ
ン
バ
ー
17
人
に
通
知
。
内
容
に
応
じ
た
対
応
を

検
討
す
る
。
迅
速
な
支
援
に
つ
な
げ
る
た
め
学
年

の
記
入
は
必
須
だ
が
、
名
前
や
ク
ラ
ス
な
ど
は
任

意
と
し
て
い
る
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
学
校
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
ア

ク
セ
ス
し
て
も
ら
う
た
め
、
６
月
末
の
開
設
時
に

両
校
の
全
児
童
生
徒
に
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き
の
案
内

を
配
布
し
た
。
町
教
育
総
務
課
は
「
小
さ
な
町
だ

か
ら
こ
そ
、
一
人
も
取
り
残
さ
な
い
支
援
に
つ
な

げ
た
い
。
ど
ん
な
さ
さ
い
な
悩
み
で
も
気
軽
に
相

談
し
て
ほ
し
い
」
と
話
し
て
い
る
。

（
宮
崎
日
日
新
聞
・
2
0
2
3
年
7
月
23
日
）

https://47gyosei.jp/

本
コ
ー
ナ
ー
の
記
事
は
施
策
立
案
に

も
役
立
つ
　
「
４７
行
政
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」の

許
諾
を
受
け
て
掲
載
し
て
い
ま
す
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飯
南
町
の
概
要

飯
南
町
は
島
根
県
の
中
南
部
、
広
島
県

と
の
県
境
に
位
置
し
、
1
、
0
0
0
ｍ
級

の
山
々
に
囲
ま
れ
た
美
し
い
里
山
と
源
流

の
清
ら
か
な
水
に
彩
ら
れ
た「
生
命
地
域
」

で
、
人
口
4
、
5
0
0
人
余
の
小
さ
な
ま

ち
で
す
。
西
日
本
で
も
有
数
の
豪
雪
地
帯

と
し
て
知
ら
れ
、
ス
キ
ー
場
も
有
す
る
高

地
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

日
本
一
の
大
し
め
縄

良
質
米
の
生
産
地
で
あ
る
本
町
は
、
古

く
か
ら
大
し
め
縄
づ
く
り
の
技
術
が
伝
承

さ
れ
て
お
り
、
縁
結
び
の
神
様
と
し
て
知

ら
れ
る
出
雲
大
社
の
神
楽
殿
に
掛
け
ら
れ

て
い
る
「
日
本
一
の
大
し
め
縄
」
を
製
作

奉
納
し
て
い

ま
す
。
そ
の

大
き
さ
は
長

さ
13
・
6
ｍ
、

重
さ
5・2
ｔ

と
日
本
最
大

級
、
現
在
掛

か
る
大
し
め

縄
は
７
本
目

で
、
道
の
駅

「
頓
原
」に
隣

接
す
る
「
大

し
め
な
わ
創

作
館
」
で
地
域
住
民
の
手
作
り
に
よ
っ
て

製
作
さ
れ
て
い
ま
す
。
館
内
見
学
は
無
料

で
、
工
房
で
は
全
国
の
神
社
な
ど
か
ら
依

頼
の
あ
っ
た
大
し
め
縄
が
つ
く
ら
れ
、
海

外
か
ら
の
注
文
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
ミ
ニ

し
め
縄
な
ど
の
製
作
体
験
も
で
き
ま
す
。

住
み
た
い
田
舎
ベ
ス
ト
ラ
ン
キ
ン
グ
第
1
位

少
子
化
、
出
生
率
の
低
下
は
本
町
に

と
っ
て
も
切
実
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。今
、

国
は
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」
に
よ
っ

て
少
子
化
対
策
に
本
腰
を
入
れ
始
め
ま
し

た
が
、
本
町
で
は
出
会
い
の
場
づ
く
り
、

結
婚
・
出
産
祝
い
金
（
1０
万
円
～
5０
万
円
）

の
支
給
、
副
食
費
も
含
め
た
全
年
齢
で
の

保
育
料
完
全
無
償
化
、
月
5
千
円
分
の
紙

お
む
つ
や
ミ
ル
ク
代
な
ど
子
育
て
用
品
の

支
給
、
高
校
生
ま
で
の
医
療
費
無
料
化
な

ど
子
育
て
対
策
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。
今
後
は
病
後
児
保
育
に
も
取
り
組
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

住
ま
い
は
若
者
世
代
の
移
住
を
促
す
た

め
、
本
人
の
希
望
を
聞
き
な
が
ら
新
築
す

る
セ
ミ
オ
ー
ダ
ー
タ
イ
プ
の
1
戸
建
て
住

宅
を
整
備
（
既
に
3０
棟
）
し
、
安
心
し
て

子
育
て
が
で
き
る
環
境
を
提
供
し
て
き
ま

し
た
。
ま
た
豊
富
な
森
林
資
源
を
町
内
循

環
さ
せ
る
た
め
、
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
な
ど
の

町
産
木
材
を
使
用
し
た
住
宅
整
備
に
２
0

0
万
円
、
造
成
費
な
ど
も
含
め
る
と
最
大

で
４
１
0
万
円
の
助
成
制
度
も
設
け
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
施
策
か
ら
、『
田
舎
暮
ら
し

の
本
』（
宝
島
社
、
２
0
２
２
年
2
月
）
で

住
み
た
い
田
舎
ベ
ス
ト
ラ
ン
キ
ン
グ
で
第
1

位
を
獲
得
す
る
な
ど
、
毎
年
人
口
の
1
％
、

約
4０
人
の
移
住
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

地
域
包
括
医
療
ケ
ア
の
推
進

高
齢
化
率
は
現
在
45
％
台
で
推
移
し
て

お
り
、数
・
種
類
と
も
に
、ま
ち
の
規
模
以

上
に
多
く
の
高
齢
者
福
祉
施
設
が
あ
る
の

も
特
徴
で
、
こ
れ
ら
を
救
急
告
示
病
院
で

あ
る
町
立
飯
南
病
院
が
中
心
と
な
り
、
院

長
の「
総
合
」を
キ
ー
ワ
ー
ド
に「
い
つ
で

も
、誰
で
も
、ど
こ
で
も
」を
合
言
葉
と
し

て「
地
域
包
括
医
療
ケ
ア
」に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
近
年
介
護
・
福
祉
人
材
不
足
も

顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
施
設
間
で
連

携
し
て
確
保
に
努
め
ら
れ
、
町
も
給
付
型

の
奨
学
金
や
支
度
金
で
支
援
し
て
い
ま
す
。

保
小
中
高
一
貫
教
育

教
育
で
は
県
立
の
飯
南
高
校
を
頂
点
と

し
て「
保
小
中
高
一
貫
教
育
」に
取
り
組
み
、

保
育
所
か
ら
段
階
的
に
身
に
つ
け
さ
せ
た

い
力
を
育
む
「
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
ポ
ー
ト
制

度
」
を
導
入
し
て
い
ま
す
。
中
高
連
携
型

一
貫
校
の
飯
南
高
校
で
は
、
以
前
生
徒
数

の
減
少
で
統
廃
合
の
危
機
も
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、存
続
に
向
け
て
は
専
属
の
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
を
配
置
す
る
な
ど
1０
年
以
上
前

か
ら
魅
力
化
事
業
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

県
が
進
め
る
「
し
ま
ね
留
学
」
制
度
と
協

働
し
、
現
在
は
生
徒
数
の
半
分
は
町
外
生
・

県
外
生
が
占
め
、
存
続
と
同
時
に
活
力
あ

る
高
校
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
で
は
国
公

立
大
学
へ
の
進
学
も
多
く
、
さ
ら
に
部
活

動
で
も
活
躍
し
、
特
に
野
球
部
は
昨
年
の

夏
の
島
根
大
会
で
は
甲
子
園
ま
で
あ
と
一

歩
、
決
勝
戦
で
は
敗
れ
ま
し
た
が
、
ま
ち

全
体
へ
元
気
と
笑
顔
を
与
え
て
く
れ
て
い

ま
す
。

自
然
を
満
喫

本
町
の
「
森
林
セ
ラ
ピ
ー
」
で
は
、ウ
ッ

ド
チ
ッ
プ
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
散
策
道
を

歩
き
、
森
の
中
で
見
る
、
聴
く
、
嗅
ぐ
、

触
る
、
味
わ
う
と
い
っ
た
五
感
を
刺
激
す

る
こ
と
で
、
心
身
と
も
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
夏
は
冷
た
い
清
流

に
浸
り
な
が
ら
登
り
下
り
す
る
「
シ
ャ

ワ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
」
が
お
薦
め
で
す
。

自
然
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
ラ
イ
ダ
ー
や
滝
壺

へ
の
ダ
イ
ブ
な
ど
様
々
な
楽
し
み
方
が
で

き
る
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
で
す
。

余
白
あ
り
ま
す
。

飯
南
町
を
も
っ
と
知
っ
て
い
た
だ
く
た

め
に
、
ま
ち
の
多
彩
な
魅
力
を
一
言
で
表

現
す
る
言
葉
「
ブ
ラ
ン
ド
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

を
町
民
の
皆
さ
ん
と
つ
く
り
ま
し
た
。
４

つ
の
候
補
の
中
か
ら
総
選
挙
で
「
余
白
あ

り
ま
す
。」
に
決
定
し
ま
し
た
。
何
も
な

い
と
こ
ろ
に
「
余
白
」
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
ま
ち
に
は
豊
か
な
自
然
、
美
味
し
い

食
べ
物
、
伝
統
文
化
な
ど
た
く
さ
ん
の
魅

力
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
未
来
に
向
け
て

ま
だ
ま
だ
進
化
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る

ま
ち
だ
と
い
う
こ
と
が
「
余
白
」
と
い
う

言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
由
な
発

想
で
ま
ち
の
魅
力
を
生
み
出
す
町
民
で
あ

り
た
い
。
い
つ
ま
で
も
遊
び
心
を
持
っ
て

い
き
て
い
き
た
い
。
そ
ん
な
未
来
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。

飯
南
町
、
あ
い
て
ま
す
。

余
白
あ
り
ま
す
。

塚つ
か

原は
ら

　
隆た

か

昭あ
き

島
根
県
飯い

い

南な
ん

町
長
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町 村 週 報 （第三種郵便物認可） 第3248号15　2023年（令和 5年） 7月31日

全国町村会館には、
会議室・宴会場のほかに、
ふたつのレストランもございます。
お気軽にお立ち寄りください。

和・洋食のレストランも
お気軽にご利用ください

●全国町村会館へのアクセス
・有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」
　3番出口徒歩1分
・丸の内線・銀座線「赤坂見附駅」徒歩8分
・タクシー東京駅から約20分

TEL.03（3581）0471
FAX.03（3581）0220
〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目11番35号
ホームページアドレス　https://www.zck.or.jp/kaikan

レストラン「ペルラン」 和食処「さいかち」

広さと設備が多彩な大ホールと、
３つの会議室がございます。
会議・研修、パーティーなどに
幅広くご利用いただけます。

広さと設備が多彩な大ホールと、
３つの会議室がございます。
会議・研修、パーティーなどに
幅広くご利用いただけます。

3番出口

内
案
ご
の
室
客

ご予約・お問い合わせ

シングル
119室

ダブル
12室

ツイン
18室

SINGLE
ROOM

DOUBLE
ROOM

TWIN
ROOM

さまざまな「集いの場」を
演出いたします

※市町村職員共済組合等の宿泊助成券がご利用いただけます。
和室もございますのでお問い合わせください。

広さと設備が多彩な大ホールと、
３つの会議室がございます。
会議・研修、パーティーなどに
幅広くご利用いただけます。
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